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堺市議会議員の倫理に関する条例施行規則（平成１８年議会規則第２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（資産等報告書等の訂正） （資産等報告書等の訂正） 

第１２条 堺市議会議員は、条例第７条第３項の資産等報告書等の訂正

をしようとするときは、訂正届（様式第５号）を議長に提出し、訂正

の箇所に署名又は押印をするとともに、訂正年月日を記載しなければ

ならない。この場合において、訂正した箇所は、これを読むことがで

きるように字体を残さなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２条 条例第７条第３項の規定による訂正は、訂正届（様式第５号）

によるものとする。 
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様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 様式第３号（第８条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 様式第３号（第８条関係） 
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様式第４号（第９条関係） 様式第４号（第９条関係） 
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様式第５号（第１２条関係） 様式第５号（第１２条関係） 
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 附 則 

 （施行期日） 

 １ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

 ２ この規則による改正後の第１２条の規定は、この規則の施行の日以

後に提出される資産等報告書等の訂正について適用し、同日前に提出

された資産等報告書等の訂正については、なお従前の例による。 

 


